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Ⅰ．趣 旨 

  この取扱要領は、建築基準法（昭和 25年法律第 201 号。以下「法」という。）第 43

条第２項第２号の規定による許可において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないものの規定の判断について必要な事項を定め、もって適正な法の運用を図ると

ともに、行政運営において公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。 
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Ⅱ．許可基準の考え方 

  法第 43 条第１項は、建築物の敷地は道路（法第 42 条に規定する道路をいう。以下

同じ。）に２ｍ以上接しなければならない旨を規定し、同条第２項第２号は、これの例

外を定めている。 

  法第 43条第２項第２号は、同条第１項の規定を満たさない場合について、同項によ

り確保されている避難及び通行の安全性、道路に接することを前提とした建築規制で

ある前面道路幅員容積率制限や道路斜線制限が適用されないことに伴う、総合的な市

街地環境への影響について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないかどうか

を審査することにより、例外的に許可するものである。 

  建築基準法施行規則（以下「省令」という。）第 10 条の３第４項の許可基準は、許

可の審査の前提要件として、法第 43条第１項に適合することにより確保されている市

街地の環境と同等の水準が確保されていることを基本として定めたものである。具体

的には、「道路」に代えて将来にわたって安定的に利用することができる空地に接する

こと、また、「２ｍ以上接する」ことに代えて建築物の用途、規模、位置及び構造に応

じ有効に接することとして、これを類型化して規定するものであり、各基準の考え方

は以下のとおりである。 

 

１ 省令基準の考え方 

  ⑴ その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。 

    建築物の敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地があるものについては、道

路に直接接しない場合であっても、当該空地が、避難及び通行の安全、延焼の防

止等の防火、日照、採光、通風等の衛生上の観点から道路と同等の機能を有する

ことに鑑み基準とするものである。この場合、当該空地は安定的・日常的に利用

可能な状況にある空地をいい、建築物の敷地が少なくとも２ｍ以上の長さをもっ

て当該空地に接するものとする。 

  ⑵ その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のもの

に限る。）に２ｍ以上接すること。 

    農道、港湾道路等は一般住民の通行等の用に供することを目的とされていない

ものではないが、その状況から道路と同等の機能を有するものについては、接道

義務の特例許可の対象として扱うことができることに鑑み基準とするものである。 

  ⑶ その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の

安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるも

のに有効に接すること。 

    当該基準は、⑴及び⑵の安定的類型に該当しないものについて、一般的にその 
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性能を規定し基準とするものであり、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないことを個別に総合的な観点から審査・判断するものとする。なお、具体的に

は、⑵に該当しない農道等の通路がある場合のほか、道路と敷地との間にある河

川等に橋などが設けられている場合などを含み得るものとする。 

    この場合、建築物と道路の間には、道路に代わる空地である通路が確保される

ことが必要になるが、審査にあたっては以下の点に留意するものとする。 

   ① 当該通路が現状のみならず、将来にわたって安定的に利用できるものかどう

かについて土地の所有状況、占用許可等を勘案して、総合的に判断すること。 

   ② 通路の幅員は４ｍ以上、また、敷地は２ｍ以上の長さで通路に接することを

原則とするが建築物の用途、規模、位置及び構造等建築計画の内容や周囲の状

況を審査した上で、同項本文の規定に適合することにより確保されている市街

地の環境と同等の水準が確保されていると認められる場合には、これによらな

いことができる。 

 

２ 交通上、安全上、防火上及び衛生上の要件について 

交通上 

申請に係る建築物の用途、規模等から申請地周辺において交通量の増加等の

恐れがないこと又周辺の道路等の幅員からみて支障がないこと。 

 

安全上 

申請に係る建築物の用途、規模等及び当該建築物の敷地の接する空地等の幅

員からみて、火災時等の避難及び消防活動上の支障をきたす恐れがないこと。 

 

防火上 

申請に係る建築物の周辺の道路等の配置の状況から防火上支障がないこと、

又は申請に係る建築物が耐火建築物、準耐火建築物又は防火上有効な措置が

されていること。 

衛生上 

申請に係る建築物の接する道路状の空地、通路及び見込まれる通路等を「前

面道路」と読み替えて、法、建築基準法施行令（以下「施行令」という。）、

大阪府建築基準法施行条例（以下「府条例」という。）の規定に適合するなど、

建築基準関係規定に適合すること。 
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Ⅲ．一括同意基準 
 法第 43条第２項第２号による省令基準において、解釈・裁量等の余地のない定型的なものとして、

次に掲げる事項に適合するものは、「法第 43 条第１項ただし書に規定する建築審査会一括同意基準」

（平成 11年５月 27日付、寝屋川市建築審査会議決）により、寝屋川市建築審査会において、あらか

じめ同意を得たものとして取り扱われるので、個別に当該審査会の同意を得ることを要しない場合に

おける「法第 43条第２項第２号に規定する一括同意基準」とする。 

 

１ 
その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い公共の用に供する空地に接する建築

物 

  ⑴ 対象 

    次に掲げる広い公共の用に供する空地に２ｍ以上有効に接していること。 

   ア 公園、広場、緑地等 

   イ 上記空地内にあるもの 

  ⑵ 適用条件 

   ア 空地に係る要件として、施設管理者との協議が整っていること。 

   イ 敷地の周辺の状況として、公園内通路等を経由して、法上の道路と有効に接続され、事実

上通行、避難及び消防活動上支障がなく安全が確保されていること。 

   ウ 建築物の敷地内の要件として、公園内通路等への避難通路が確保されていること。 

 ⑶ 用途、規模、位置及び構造 

    建築物の用途、規模、位置及び構造は、建築基準関係規定に適合するものであること。 

 

 
 

 

 

省令基準 接 道 長 適   用   対   象   の   内   容 

⑴ ２．０ｍ以上 

その敷地の周囲に広い公共の用に供する空地があるもの 

・公園、広場、緑地等 

・上記空地内にある敷地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路                       道路 
 

 

 

 

 

                         
 

         公園広場等 

計画建築物  
 

 

 
 

※公園内において、敷地

から道路までの事実上

通行、避難に支障がな

い通路、空地が確保さ

れていること。 

※消防活動上も支障がな

いこと。 
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２ その敷地が公共の用に供する幅員４ｍ以上の道路状の空地に接する建築物 

  ⑴ 対象 

    次に掲げる公共の用に供する幅員４ｍ以上の道路状の空地に２ｍ以上有効に接している敷地 

   ア 農道整備事業等による農道 

   イ 河川管理用の道 

   ウ 国又は地方公共団体の管理する道 

   エ その他の公共空地（学校、神社、寺院等の進入路、暗渠式水路、団地内通路等）等 

  ⑵ 適用要件 

ア 道路状の空地に係る要件として、管理者との協議が整っていること。 

   イ 敷地の周囲の状況として、道路状の空地を確保して法上の道路と有効に接続され、事実上

通行、避難及び消防活動上支障なく安全が確保されていること。 

   ウ 建築物の敷地内の要件として、道路状の空地への避難通路が確保されていること。 

  ⑶ 用途、規模、位置及び構造 

    建築物の用途、規模、位置及び構造は、道路状の空地を（前面道路）と読み替えて、建築基

準関係規定に適合するものであること。 

 

 
 

 

 

省令基準 接 道 長 適   用   対   象   の   内   容 

⑵ ２．０ｍ以上 

その敷地が幅員４ｍ以上の公共の用に供する道路状の空地にある

もの 

・農道整備事業等による農道 

・河川管理用の道 

・国又は地方公共団体の管理する道 

・その他の公共空地等 

（学校・神社・寺院等の進入路、暗渠式水路・団地内通路等） 
 

 

 

道路                  （河川等）       橋 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  道路 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 ４ｍ以上 

 

 

 

      ※幅員４ｍ以上の市管理道路等の場合で、当該管理道路等が一般に開放又は供用開始

されているものは、道路部局等の意見を考慮の上、法第 42条第１項第１号に準じて

取扱うものとする。 

 
 

※幅員４ｍ以上の公共の用に供する

道路状の空地 
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３ 
その敷地と道路の間に河川、運河その他これに類するものが存在する場合の建

築物 

 ⑴ 対象 

   次に掲げるものがその敷地と道路の間に存在する場合の空地に２ｍ以上有効に接している敷地 

  ア 河川等 

  イ 里道、暗渠式水路 

  ウ 河川敷、水路敷等 

 ⑵ 適用条件 

ア 道空地に係る要件として、管理者との協議が整っていること。 

  イ 敷地の周囲の状況として、その部分を継続して使用できることが明らかで、その部分を経由

して法上の道路と有効に接続され、事実上通行、避難及び消防活動上支障なく安全が確保され

ていること。 

  ウ 建築物の敷地内の要件として、道路状の空地への避難通路が確保されていること。 

 ⑶ 用途、規模、位置及び構造 

    建築物の用途、規模、位置及び構造は、建築基準関係規定に適合するものであること。 

 

 
 

 

 

省令基準 接 道 長 適   用   対   象   の   内   容 

⑶ ２．０ｍ以上 

その敷地と道路の間に河川等が存在するもの（横断タイプ） 

・河川等 

・里道、暗渠式水路等 

・河川敷、水路敷等 
 

 

 

                        河川区域 

              道路                 
 

 

                  （里道・暗渠式水路）                          計画建築物 

 

                                   道路 
 

 

 

 

 

  

           計画建築物          河川 
 

    

  

道路又は４ｍ以上の公共空地 
 

   （河川等）  橋 
 

 

 

※道路の附属設備の側溝と実態上同等と判断できる幅員 

約 50㎝程度までのものは除く。 
                  ※一団地の土地として認められる小規模な水路は除く。 

        計画建築物      ただし、有効敷地には算入しない。 

                       
 

※幅員２ｍ以上の築造物等 
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４ その敷地が法第 42 条第１項に該当しない道路予定地に接する建築物 

 ⑴ 対象 

   次に掲げる法第 42 条第１項に該当しない道路予定地としての空地に２ｍ以上有効に接してい

る敷地 

  ア 道路事業等の道路予定地 

  イ 寝屋川市過密住宅地区整備要綱での主要生活道路 

  ウ 開発事業等による拡幅整備等 

 ⑵ 適用基準 

  ア 空地に係る要件として、各事業管理者との協議が整っていること。 

  イ 敷地の周囲の状況として、その譲渡及び買収した部分に建築物等がなく、その部分を経由し

て法上の道路と有効に接続され、事実上通行、避難及び消防活動上支障がなく安全が確保され

ていること。 

  ウ 建築物の敷地内の要件として、空地への避難通路が確保されていること。 

 ⑶ 用途、規模、位置及び構造 

   建築物の用途、規模、位置及び構造は、建築基準関係規定に適合するものであること。 

 

 
 

 

 

省令基準 接 道 長 適   用   対   象   の   内   容 

⑶ ２．０ｍ以上 

その敷地が法第 42条第１項に該当しない道路予定地にあるもの 

・道路事業等の道路予定地 

・寝屋川市過密住宅地区整備要綱での主要生活道路 

・開発事業等による拡幅整備等 
 

 

 

 

 

 

      道路 
 

                                 （拡幅道路部分） 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

計画建築物 

 

  ※道路事業等の道路予定地の場合で、このような事態が生じることが予測される場合は、でき

るだけ法第 42条第１項第４項の指定をすることが望ましい。 

  ※開発事業等による拡幅整備の場合で、法第 42条第１項第２号となるものは除く。 

  ※道路事業等の道路予定地及び寝屋川市過密住宅地区整備要綱（主要生活道路）の拡幅整備に

おいて、一定道路築造を行い、道路部局等での管理が明確で供用開始されているものは、法

第 42条第１項第１号に準じて取扱う。 

 
 

※その譲渡及び買収された部分が

道路事業者等による土地の一時

使用承諾が得られており、かつ、

建物等がなく通行、避難及び消防

活動上支障がないこと 
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５  その敷地が幅員４ｍ以上の通路に接する建築物 

 ⑴ 対象 

   次に掲げる幅員４ｍ以上の現に建築物が立ち並び、一般通行の用に供され、その境界が明確な

通路に２ｍ以上有効に接している敷地 

  ア 私有通路 

  イ 私有地と公的管理（里道、暗渠式水路等）での通路 

 ⑵ 適用要件 

  ア 通路に係る要件として、法上の道路まで当該通路について、所有権を有する者等による関係

権利者の同意が得られたもの（協定通路申請書：「別紙第２号様式によること。」）。 

    また、市移管等がある場合は、別途協定書を締結するなど当該私道管理者等と協議が整って

いること。 

  イ 敷地の周囲の状況として、砂利敷、路面保護など道路状に整備されたもので、通路を経由し

て法上の道路に有効に接続され、事実上通行、避難及び消防活動上支障なく安全が確保されて

いること。 

    なお、路地状通路は、延長距離は 35メートル以内であること。 

  ウ 建築物の敷地内の要件として、通路への避難通路が確保されていること。 

 ⑶ 用途、規模、位置及び構造 

   建築物の用途、規模、位置及び構造は、通路を「前面道路」と読み替えて、建築基準関係規定

に適合するものであること。 

 

 
 

 

 

省令基準 接 道 長 適   用   対   象   の   内   容 

⑶ ２．０ｍ以上 

その敷地が幅員４ｍ以上の道路状に整備された通路にあるもの 

（協定通路） 

・私有地で確保された通路 

・私有地と公的管理（里道・暗渠式水路等）とで確保された通路 
 

 

 

 

                           同意    同意 

 

 

 

 

  

 

 道路             通路       ４ｍ以上 

 
 

 

 

  

                                         同意 
 

 

 

                       計画建築物 

 

                    （延長距離） 

※路地状通路の場合は延長距離 35ｍ

以内であること 

 

※道路位置指定が可能な場合は、道路として位置付けとなるよう指導する。 

 
 

※４ｍ以上の幅員が現に確保されて

いるもので、関係権利者が同意して

いる。 
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６ その敷地が幅員４ｍ以上として見込まれる通路に接する建築物 

 ⑴ 対象 

   次に掲げる幅員２．７ｍ以上４ｍ未満の現に建築物が立ち並び、一般通行の用に供され、その

境界が明確な通路があり、４ｍ以上の確保が見込まれものに２ｍ以上有効に接している敷地 

  ア 私有地通路 

  イ 私有地と公的管理（里道、暗渠式水路等）での通路 

 ⑵ 適用要件 

  ア 通路に係る要件として、法上の道路まで当該通路（後退通路に係る４ｍ部分を含む。）につい

て、所有権を有する者等による関係権利者の同意を得られたもので、かつ、申請時点において、

申請敷地部分は後退整備が完了しているか又は後退整備の時期などについて市と協議が整って

いること（協定通路申請書「別紙第２号様式によること。」）。 

  イ 敷地の周囲の状況として、砂利敷、路面保護など道路状に整備されたもので、通路を経由し

て法上の道路に有効に接続され、事実上通行、避難及び消防活動上支障なく安全が確保されて

いること。 

    なお、路地状通路は、延長距離は 35メートル以内であること。 

  ウ 建築物の敷地内の要件として、通路への避難通路が確保されていること。 

 ⑶ 用途、規模、位置及び構造 

   建築物の用途、規模、位置及び構造は、通路を「前面道路」と読み替えて、建築基準関係規定

に適合するものであること。 

 

 

 
 

省令基準 接 道 長 適   用   対   象   の   内   容 

⑶ ２．０ｍ以上 

その敷地が幅員 2．7ｍ以上４ｍ未満の道路状に整備された通路が

あり、４ｍ以上の道路状に整備される通路が見込まれるもの 

（協定通路） 

・私有地で確保された通路 

・私有地と公的管理（里道・暗渠式水路等）とで確保された通路 
 

 

 

 

 

 

 

                  同意     同意    同意 
  

 

 

 

        道路                                                          L   通 路   Ｗ 

  

 
 

 

                         同意           同意 
 

 

 

 

                                       計画建築物 

 

                       （延長距離） 
  

 

 

 

 

 
 

※４ｍ以上（Ｗ）の確保が

見込まれるものとして、

関係権利者が同意して

いる。 

 ただし、2.7ｍ以上（Ｌ）

が必要 

※路地状通路の場合は延長距離

35ｍ以内であること。 
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Ⅳ．許可手続き 

 １ 手続きの流れ 
 

 

申   請   者 
 

 

 

基  本  計  画 

事  前  協  議 
 

 

 

 

特 定 行 政 庁 
 

 

 

 

 
 

関 連 部 局 と 

調 整 ・ 指 導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許  可  申  請 
 

 

                 （提出） 
 

                 建築審査会 

                 資 料 共 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  受理 

 

 

 

許 可 通 知 書 
 

                     ［報告］ 
 

 

 

 

〔 一 括 同 意 〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築 審 査 会 
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                 （提出） 
 

                 建築審査会 

                 資 料 共 
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                  受理 
 

 

 

同  意  を  求  め  る 
 

 

 

許 可 通 知 書 
 

 

 

許可しない旨の通知書 
 

 

 

 

〔 個 別 同 意 〕 
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不 同 意 
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工 事 着 手 
 

 

 

 

 

し ゅ ん 工 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築 主 事 
 

 

 

確 認 済 証 の 交 付 
 

 

 

 

※中間・完了検査等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指定確認検査機関 
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 ２ 事前協議 

   申請者は、基本計画の内容について、次に掲げる資料等を図面化し提出しなければならない。 

  ⑴ 事前協議書（第１号様式） 

  ⑵ 位置図 

  ⑶ 建築物計画概要 

   ア 配置図 

   イ 平面図 

   ウ 立面・断面図 

 

 ３ 許可申請 

  ⑴ 手数料は、１件当たり 33,000円（寝屋川建築基準法施行条例別表第３項の規定による。） 

⑵ 許可申請書 

    申請者は、基本計画の内容について、事前協議を行ったうえで、原則として、建築審査会開

催１ケ月前（一括同意基準に適合するものについては、この限りではない。）までに次の図書を

A４版に製本し、正副２通を提出すること。 

   ア 許可申請書（省令別記第 43号様式） 

   イ 委任状 

   ウ 理由書 

   エ 付近見取図 

     方位、道路及び目標となる地物等を表現すること。 

   オ 現況図及び配置図 

     敷地内における建築物の位置及び用途、敷地周囲の通路及び空地の配置並びに隣地の土地

利用、有効に接続される法上の道路（歩車道別）幅員等を明示すること。 

   カ 敷地面積求積図 

   ク 各階平面図 

   ケ 立面図 

     ２面以上とし、一般規制に準じて斜線制限等を記入すること。 

   コ 断面図 

     ２面以上とし、建築物の高さ、塔屋最高高さ及び居室の天井高さ等を記入すること。 

   サ 構造詳細図 

     防火上の措置が要求されているものは、主要構造部の構造関係を表示すること。 

   シ 日影図 

     法第 56条の２第１項の規定により、日影による高さの制限を受ける建築物に限る。 

   ス その他 

     許可申請にあたり必要として添付を指示された資料 

例・許可を受けようとする建築物の敷地の地積図の写し 

・予定建築物の登記簿謄本 

・管理者等との協議が整ったものと判断できる資料（占用及び築造許可書施工承認及び承諾

書等） 

・協定通路申請書（第２号様式） 

⑶ 建築審査会に必要な資料 

  建築審査会開催２週間前までに⑴アからスまで掲げる図書のうち必要なものをＡ４版に統一

し、左とじで 20部提出すること。 

  ただし、一括同意基準に適合するものは、⑴アからスまで掲げる図書のうち必要なものをＡ４

版に統一し、左とじで 20部提出すること。 
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添     付     図     書 

⑴ 付 近 見 取 図 

・協定通路となる部分を着色（緑色）すること。 

・後退整備が必要となる場合は、後退整備計画線も記載し、後退整備を含

んで着色（緑色）すること。 

⑵ 地 積 図 

・協定通路となる部分を着色（緑色）すること。 

・里道（赤色）、水路（青色）も併せて着色すること。 

・後退整備が必要となる場合は、後退整備計画線も記載し、後退整備を含

んで着色（緑色）すること。 

・地積図の整理が行われていない場合、または地積図で協定通路となる部

分が不明確な場合は、地積測量図を合成した参考図を作成し、添付する

こと。 

・地積図を転写した法務局名及び年月日を記載すること。 

⑶ 
地 積 測 量 図 

分 筆 図 

・協定通路となる部分の全筆分が必要 

・後退整備が必要となる場合は、地積測量図上に後退整備計画線を記載す

ること。 

⑷ 
権利者を明確に

で き る 図 書 

・協定通路となる部分の土地の登記事項証明書及び登記事項要約書 

・協定通路となる部分に接する敷地の土地及び家屋の登記事項証明書及び

登記事項要約書 

⑸ 印 鑑 証 明 書 

・各権利の印鑑証明書が必要 

・１敷地に複数の権利者が存する時は、全ての権利者の印鑑証明書が必要

となる。 

・権利者が法人の場合は、資格証明書が必要となる。 

⑹ 委 任 状 ・第三者に手続きを委任する場合に添付 

⑺ 
整 備 計 画 

断 面 図 

・敷地内通路及び専用通路の形状、側溝、建築物及びその他工作物を詳細

に測量した現況測量図に、整備する協定通路の幅員、延長、後退整備寸

法、側溝幅、見とおし部分等の寸法を明記すること。 

・協定通路となる部分を朱線で明確にすること。 

・協定通路となる部分及び隣接部分の地番界及び地番を記載すること。 

・現況の敷地内通路及び専用通路部分については破線、後退整備する部分

について実線で記載すること 

⑻ 
整 備 計 画 

断 面 図 

・現況断面図を破線で記載し、協定通路となる部分を実線で記載し、整備

する協定通路の幅員、後退整備寸法、側溝幅を記載すること。 

・現況幅員が変化する箇所毎に断面図を作成すること。 

 

整     備     基     準 

⑴ 幅 員 ・ 側 溝 
・原則として、側溝を含めずに有効幅員で４メートル以上確保するととも

に、協定通路に接する敷地内の排水に必要な側溝を設けるものとする。 

⑵ 見 通 し 確 保 

・協定通路と法第 42 条の道路及び法第 43 条第２項第２号空地と交差する

箇所の敷地、協定通路が屈曲する箇所の敷地にあっては、その角度（角

地の偶角が 120度以上の場合、又は法第 42条の道路に歩道がある場合な

どは除く。）の角を挟む辺の長さ２メートルの２等辺三角形の部分（地盤

面下の部分を除く。）には、見とおし確保に努めること。 

⑶ 

分筆及び地目変

更 と 

整 備 時 期 

・協定通理になる部分は、原則として、敷地から分筆し、公衆用道路に地

目変更をするものとする。なお、後退整備が必要なものにおける地目変更

については、各敷地毎に後退整備を行った時点で行うものとする。 

・後退整備が必要なものにおける整備時期については、原則として、確認

申請時までには行うものとするが、やむを得ない事情がある場合は、完了

時点までには整備完了すること。 
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